
建築物衛生行政の
最近の動向等について
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【建築物環境衛生管理基準】

・ 空気環境の調整
・ 飲料水の管理
・ 雑用水の管理
・ 排水の管理
・ 清掃
・ ねずみ、昆虫等の防除
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＜都道府県知事の登録対象業種＞

＊延べ登録営業所数
18,220か所（30年度末）
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【特定建築物所有者等】
（所有者又は全部の管理の権原者）

・特定建築物の届出
・建築物環境衛生管理技術者の選任
・維持管理に関する帳簿書類の管理

【特定建築物維持管理権原者】
（当該特定建築物の維持管理について権
原を有する者）

・建築物環境管理基準に従い維持管理
・建築物環境衛生管理技術者の意見尊重
・改善命令等に従う

※特定建築物所有者等と維持管理権原者が
同一の場合と異なる場合がある。
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46,210か所（H30年度末）

（3000m2以上）
興行場、百貨店、集会場、図書館、博
物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、
旅館 等

（8000m2以上）
小学校、中学校 等

特定建築物

建築物における衛生的環境の確保に関する法律概要

都道府県
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目的（第１条）

「この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定める
ことにより、その建築物における環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。」
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現在までの特定建築物の適用範囲の拡大について

昭和48年
延べ面積 5,000㎡以上

除外規定 10%

昭和50年
延べ面積 3,000㎡以上

除外規定 10%

平成14年
延べ面積 3,000㎡以上

除外規定なし。
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昭和45年 法制定
延べ面積 8,000㎡以上

除外規定 5％

※学校教育法第１条に規定される学校等は、延べ面積は8,000㎡以上

特定用途（興行場、百貨店、事務
所、旅館等）の延べ面積：Ａ

特定用途以外（共同住宅、
診療所等）の延べ面積：Ｂ

特定建築物になるための条件

※特定用途の延べ面積Ａとは

(1) 専ら特定用途に供される
部分

(2) 特定用途に附随する部分
（廊下、階段、洗面所等）

(3) 特定用途に附属する部分

（百貨店内の倉庫、事務所
附属の駐車場等）

現行(H14年改正以降）

(1)建築基準法にいう建築物であること
(2)Ａ≧3,000㎡（学校の場合は8,000㎡）
(3)Ｂ／Ａ×100≦10％

従前（Ｓ50年改正以降）

(1)建築基準法にいう建築物であること
(2)Ａ≧3,000㎡（学校の場合は8,000㎡）
(3)Ｂ／Ａ×100≦10％

○中規模建築物における衛生管理の実態と特定建築物の適用に関する研究
（2017年度～2019年度）

（研究目的）

建築物衛生法が適用されない中小建築物の中でも2000～3000 ㎡の中規模建築物にお

ける室内環境及び空気衛生環境を中心に、給排水の管理、清掃、ねずみ等の防除といっ
た、建築物衛生法の環境衛生管理基準項目に係る要素の実態と、建築物利用者の健康
状況を調査し、特定建築物の適用範囲拡大も含めた適切な衛生管理方策の検討に必要
な科学的根拠を明らかにすることを目的とする。



建築物環境衛生管理基準について

○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第４条第２項
環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除

その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
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現在の空気環境の調整に関する基準

項目 基準

１ 浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下

２ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下（10ppm以下）

３ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下（1000ppm以下）

４ 温度 ① 17度以上28度以下
② 居室における温度を外気より低くする場合は、その差を

著しくしないこと

５ 相対湿度 40%以上70%以下

６ 気流 1秒間につき0.5m以下

７ ホルムアルデヒドの量 空気1m3につき0.1mg以下

○建築物環境衛生管理基準の検証に関する研究（2017年度～2019年度）

（研究目的）

本研究は、空気環境衛生基準、衛生管理体制、新しい健康リスク等に関する提案に基づいて、
環境衛生管理基準不適率の上昇が顕著である空気環境を中心に４つの研究を行い、建築物衛
生環境の効果的向上を図るための基準改正に資する科学的根拠を示す。
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図：空気環境の調整に関する不適合率


